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綾部市告示第６５号 

 

市道路線の区域の変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次

のように変更する。 

 なお、その関係図面は、下記のとおり一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年４月６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 縦覧場所   綾部市役所（建設部建設課管理担当） 

 

２ 縦覧期間   平成３０年４月６日から平成３０年４月２０日まで 

（閉庁日は除く） 

 

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

４ 変更する路線の区域 

 

整理番号 路 線 名 区    間 
延 長 

（メートル） 
変更 

敷地の幅員 

（メートル） 

０７２１ 長 田 線 
岡町堺７６番１ 

岡町堺５６番４ 
42.39 

前 
最大  4.70 

最小  4.65 

後 
最大  6.55 

最小  6.50 

 

　告　示　
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綾部市告示第６６号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、平成３０年４月 

６日から次の道路の供用を開始する。 

 なお、その関係図面は、下記のとおり一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年４月６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 縦覧場所    綾部市役所（建設部建設課管理担当） 

 

２ 縦覧期間    平成３０年４月６日から平成３０年４月２０日まで 

（閉庁日は除く） 

 

３ 縦覧時間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

４ 供用開始する路線の区間 

 

整理番号 路 線 名 区           間 

０７２１ 長 田 線 岡町堺７６番１ 岡町堺５６番４ 

 

　告　示　
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綾部市告示第６７号 

 

 地縁による団体「下八田自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１２日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項、内容及び変更年月日 

 

変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

代表者の氏名

及 び 住 所 

牧 野 德 男 

下八田町西大坪２０番地の１ 

内 藤    進 

綾部市下八田町光味５番地 

平成３０年４月１日 

代理人の氏名 

及 び 住 所 

内 藤    進 

綾部市下八田町光味５番地 

四 方 一 憲 

綾部市下八田町山ノ口１４番地の１ 

平成２９年４月１日 

 

２ 変更の理由 

   任期満了に伴う改選 

 

　告　示　
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綾部市告示第６８号 

 

 地縁による団体「安国寺町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１２日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市安国寺町石田段２２番地の１ 渡 邊 直 樹 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　

4



 

綾部市告示第６９号 

 

        綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 

 

 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定

に基づき、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 

 

  平成３０年 ４月１３日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

証交付年月日 証記号・番号 生年月日 

平成２８年 ４月 １日 綾０３０３－８１００２ 平成 ９年 ６月 ９日 

平成２９年 ８月１５日 綾０４０６－３２０１９ 昭和２１年 ６月１７日 

平成３０年 １月 ５日 綾０４０７－３２０９７ 平成１１年 １月１１日 

平成２８年 ４月 １日 綾０７０２－３２０７４ 昭和２３年 １月 ２日 

平成２９年 ４月１１日 綾０８０３－７１００３ 平成 ６年 ４月１８日 

 

 

 

 

 

　告　示　
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綾部市告示第７０号 

 

 地縁による団体「田町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市田町８８番地の４ 片 山 輝 男 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７１号 

 

 地縁による団体「延近自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市上杉町小山２番地 藤 田   義 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７２号 

 

 地縁による団体「下位田自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市位田町野本２４番地 蘆 田 利比古 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　

8



綾部市告示第７３号 

 

 地縁による団体「高谷自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市館町高谷３９番地の２６ 酒 井   努 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７４号 

 

 地縁による団体「旭ヶ丘自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市位田町岼１５番地の７ 鈴 木 儀 行 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７５号 

 

 地縁による団体「向田町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市向田町松原１４番地の１ 松 下 吉 幸 に変更する 

  代理人を 綾部市向田町迫田４番７番合地 松 田 利 宏 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７６号 

 

 地縁による団体「鳥居野自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市上杉町焼森２２番地 瀧   幹 男 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　

12



綾部市告示第７７号 

 

 地縁による団体「八代自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市故屋岡町在中１８番地 森 北 雄 二 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７８号 

 

 地縁による団体「中ノ町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月１９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市中ノ町三丁目３６番地の３ 梅 原 哲 史 に変更する 

事務所を 綾部市中ノ町三丁目３６番地の３ に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第７９号 

 

 地縁による団体「大石自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市上杉町渋市４番地の１ 大 西   洋 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　

15



綾部市告示第８０号 

 

 地縁による団体「中山町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市中山町梅ノ木段１２番地 四 方 哲 雄 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第８１号 

 

 地縁による団体「上位田自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市位田町田岸２５番地の１ 門   孝   に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

　告　示　
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綾部市告示第８２号 

 

 地縁による団体「西原町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市西原町中地２９番地 西 村 賢 俊 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第８３号

　　綾部市指定ごみ袋の取扱販売業務を次の者に委託したので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。

綾部市長　　　山　崎　善　也

１　平成３０年度　取扱販売店等の名称・所在地

所 在 地

ローソン綾部西町店

株式会社　オオツキ綾部店

ワインショップ高本

丸久酒店

　　　平成３０年４月２３日

取 扱 販 売 店 等 の 名 称

セブン‐イレブン綾部井倉町店

髙山荒物商店

ウエルシア薬局株式会社　ウエルシア綾部宮代店

おおしま美容室

京都丹の国農業協同組合　本店

ファミリーマート綾部駅前通店

松田紙店

株式会社　古和田電機商会

丸金屋酒店

ミニストップ綾部井倉店

ローソン綾部高東分校前店

綾部市役所共済組合売店

綾部米穀販売企業組合

雨林たばこ店

エフエッチ商店

京都丹の国農業協同組合　第２　むつみ号

京都丹の国農業協同組合　第１　むつみ号

京都丹の国農業協同組合　第３　むつみ号

仁丹堂薬局

生活雑貨　みつおき

綾部市若竹町８－１

綾部市本町四丁目１９－３

綾部市田野町風久呂１－３

綾部市青野町西ノ後１５－１３

綾部市本町七丁目６２

綾部市宮代町前田２０

綾部市駅前通３９番地の２

綾部市西町二丁目９３

綾部市寺町門田２５－１

綾部市相生町２３－４

綾部市宮代町前田２０

綾部市宮代町前田２０

綾部市相生町３０－６

綾部市西町二丁目１１５番地

綾部市井倉町南大町２

綾部市宮代町前田２０

綾部市味方町アミダジ１４－１

綾部市本町四丁目１番地の５

綾部市駅前通５番地の４

綾部市田町３７番地

綾部市宮代町宮ノ下１２－１

綾部市井倉町西田５番２

綾部市川糸町南古屋敷２０－４

綾部市西町三丁目北大坪１９
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取 扱 販 売 店 等 の 名 称

綾部市里町敷田１

八木株式会社　綾部営業所 綾部市渕垣町古川１２番地

ファミリーマート綾部下八田店

京都生活協同組合　中丹支部

ゴダイドラッグ　綾部店

セブン‐イレブン綾部高津店

生鮮＆業務スーパー　綾部店

ドラッグユタカ　綾部店

セブン‐イレブン綾部大島町店

京都丹の国農業協同組合　綾部広域営農経済センター

フレッシュバザール　綾部幸通り店

バザールタウン　綾部アスパ館

バザールタウン　綾部ストック館

株式会社　サンコード

マルゼン　しかた

ＡＲワーク

有限会社　お酒のヒラタ

有限会社　佐々木酒店

ローソン綾部渕垣店

モリモト薬局Ｒｉｖｉ店

ＮＰＯ法人　西八田ふれあいサロン

きもの婦人服　はむろ

ライフォート綾部店

株式会社　コメリハードアンドグリーン綾部店

株式会社　ジュンテンドー綾部店

株式会社　マツモト　あやべ店

生鮮＆業務スーパー　青野店

寿産業有限会社

モリモト薬局

株式会社　三ツ丸ストア　下八田店

黒谷和紙協同組合

片山商店

ふれあい弥仙の里

いこいの村栗の木寮

たかお商店

山口商店

綾部市幸通り２３

所 在 地

綾部市綾中町花ノ木３０

綾部市西町３丁目

綾部市井倉町樋ノ元９番地

綾部市駅前通１７番地

綾部市西町二丁目９８

綾部市安場町打越２－３

綾部市青野町西中居３０

綾部市宮代町宮ノ下１６－２

綾部市青野町高田７６

綾部市西町三丁目北大坪１９番地

綾部市渕垣町高野２３－１

綾部市岡町弓場４－１

綾部市大島町畠田１０－４

綾部市高津町三反田８－１

綾部市大島町沓田１－１８

綾部市大島町ニ反目９－１

綾部市大島町南和田１１番地

綾部市岡安町大道１６

綾部市下八田町大坪８

綾部市桜が丘３丁目５－２

綾部市広瀬町宮ノ前７

綾部市十倉名畑町久瀬谷２番地

綾部市下八田町堂ノ下13番地１

綾部市下八田町下沢１１－３

綾部市於与岐町宮ノ下１７

綾部市黒谷町東谷３

綾部市里町西ノ糸１１－６

綾部市青野町舘ノ後５６

綾部市西町一丁目４７番地

綾部市青野町西ノ後４３番地

綾部市十倉名畑町欠戸１８－６

綾部市十倉名畑町折紙田２３番地の１
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京美堂 綾部市物部町南前田１８

久木酒販店

取 扱 販 売 店 等 の 名 称

大島ストアー

五泉の里

京都丹の国農業協同組合　綾部東部地域振興係

福井薬店

だるまや

横田商店

京都丹の国農業協同組合　綾部西部地域振興係

株式会社　清水設備工業

有限会社　空山の里

大石商店

小西商店

松井屋

山本商店

綾部市物部町六地蔵１１－１

綾部市五泉町西巻４９－３

株式会社　緑土 綾部市睦寄町在の向１０

綾部市睦合町井谷１４

綾部市五津合町荒木４７－１

綾部市故屋岡町小中下１－２

綾部市豊里町福垣１５５

綾部市舘町下舘５８－１・５８－２合地

綾部市栗町ウケ川３０番地

綾部市志賀郷町成田１５番地

綾部市鍛治屋町花ノ木６－４

綾部市故屋岡町小中下２２

綾部市故屋岡町大道２０

綾部市新庄町太ヶ鼻８

綾部市豊里町福垣１５３

所 在 地
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綾部市告示第８４号 

 

 地縁による団体「施福寺自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市上杉町寺ノ迫４３番地 川 端 國 夫 に変更する。 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第８５号 

 

 地縁による団体「第一区自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市睦合町念道５１番地 森 井 和 彦 に変更する。 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第８６号 

 

 地縁による団体「市茅野自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市老富町下迫１１番地   本 良 幸 に変更する。 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第８７号 

 

 地縁による団体「大畠自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年４月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者を 綾部市大畠町岡ノ段１８番地１８番地の１合地 大 槻 實 輝 に変更

する。 

  事務所を 綾部市大畠町岡ノ段１８番地１８番地の１合地 大 槻 實 輝 に変更

する。 

 

２ 変更年月日 

  平成３０年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市公告第３５号 

 

現年発生林業施設災害復旧事業の林道君尾線・光明寺線・泉富線復旧工事と林業施設解体事業

の君尾山キャンプ場・総合案内施設君尾（霧海荘）解体工事に係る入札参加資格について、次の

とおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子

入札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ １号 

（２）工 事 名   林道君尾線・光明寺線・泉富線復旧工事 

          君尾山キャンプ場・総合案内施設君尾（霧海荘）解体工事 

（３）工事場所   綾部市老富町外（別添位置図参照） 

（４）工事概要   （林道復旧工事） 

          君尾線 Ｌ＝２２ｍ 

 鋼製Ｌ型擁壁工 Ｌ＝２２ｍ 

光明寺線 Ｌ＝３０ｍ 

 法面工 Ａ＝３５２．２㎡ 

泉富線 Ｌ＝９２ｍ 

 鋼製Ｌ型擁壁工 Ｌ＝１１ｍ 

 法面工 Ａ＝１，２０２．８㎡ 

（解体工事） 

総合案内施設君尾（霧海荘） 

 木造平屋建 解体面積 １１３．４５㎡ 

 他便所棟 解体一式 

君尾山キャンプ場 

 木造平屋建便所 解体面積 ３１．０５㎡ 

 木造平屋建炊事場 解体面積 ２６．４９㎡ 

 他付属施設等 解体一式 

（５）予定工期   平成３０年 ５月 ２日から 

          平成３０年１１月２７日まで（２１０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
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（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＡ１等級または

Ａ等級で登録されており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体

業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を

受けていないこと。 

（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月４日（水）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は１，７５０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月 ９日（月）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月１０日（火）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月９日については午前９時から正午までと

午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 
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（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年４月中旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年４月１６日（月）から 

     平成３０年４月１７日（火）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年４月１９日（木）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年４月２４日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２５日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、４月２５日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年４月２６日（木）午前９時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 
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   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

（６）本案件は、災害復旧工事と解体工事を合併して発注するものですが、契約については、

２件に分けて契約するものとします。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第３６号 

 

現年発生公共土木施設災害復旧事業、29災第 2957 号 市道家ノ下線（家ノ下一号橋）橋梁災

害復旧工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申

請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ２号 

（２）工 事 名   29 災第 2957 号 市道家ノ下線（家ノ下一号橋）橋梁災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市安国寺町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   29 災第 2957 号 Ｌ＝２．８ｍ 

           橋梁上部工（ＲＣ床板） Ｎ＝１基 

 橋梁下部工（Ｕ型式橋台） Ｎ＝１基 

 護岸工（コンクリートブロック積工） Ａ＝２９㎡ 

 護床工（ふとん篭工） Ｌ＝８ｍ 

 防護柵工（転落防止柵撤去復旧） Ｌ＝５ｍ 

 アスファルト舗装工（表層・路盤） Ａ＝２９㎡ 

 仮設工（締切排水工 掛樋工） Ｌ＝１５ｍ 

 仮設工（締切排水工 土のう設置） Ａ＝０．８㎡ 

（５）予定工期   平成３０年５月 ２日から 

          平成３０年８月２９日まで（１２０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＡ１等級、Ａ等

級、Ｂ等級のいずれかで登録されており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本

店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等か

らの除外措置を受けていないこと。 

（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
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３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月４日（水）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は１，０１０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月 ９日（月）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月１０日（火）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月９日については午前９時から正午までと

午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年４月中旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年４月１６日（月）から 

     平成３０年４月１７日（火）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

　公　告　

38



の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年４月１９日（木）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年４月２４日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２５日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、４月２５日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年４月２６日（木）午前９時４５分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

11 郵送による入札の可否 
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   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 

　公　告　

45



 

　公　告　

46



綾部市公告第３７号 

 

現年発生公共土木施設災害復旧事業、29 災第 2940 号 市道釜輪遊里線外１線道路災害復旧工

事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してく

ださい。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ３号 

（２）工 事 名   29 災第 2940 号 市道釜輪遊里線外１線道路災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市釜輪町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   29 災第 2940 号 Ｌ＝１１．２ｍ 

           コンクリートブロック積工 Ａ＝４２㎡ 

           重力式擁壁工 Ｖ＝３  

           植生工（筋芝） Ａ＝７㎡ 

           アスファルト舗装工 Ａ＝８㎡ 

          29 災第 2941 号 Ｌ＝１３．０ｍ 

           コンクリートブロック積工 Ａ＝３４㎡ 

           側溝工 Ｌ＝１５ｍ 

           アスファルト舗装工 Ａ＝７㎡ 

           大型土のう撤去工 Ｎ＝４０袋 

（５）予定工期   平成３０年５月 ２日から 

          平成３０年８月２９日まで（１２０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で登録さ

れており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日

時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていない

こと。 

（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提
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出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月４日（水）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は９１０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月 ９日（月）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月１０日（火）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月９日については午前９時から正午までと

午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年４月中旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年４月１６日（月）から 

     平成３０年４月１７日（火）正午まで 
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②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年４月１９日（木）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年４月２４日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２５日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、４月２５日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年４月２６日（木）午前１０時００分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第３８号 

 

現年発生公共土木施設災害復旧事業、29 災第 2935 号 市道朝根線外１川道路河川災害復旧工

事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してく

ださい。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ４号 

（２）工 事 名   29 災第 2935 号 市道朝根線外１川道路河川災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市故屋岡町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   29 災第 2916 号 Ｌ＝１７．３ｍ 

           コンクリートブロック積工 Ａ＝３０㎡ 

           天端コンクリート工 Ｌ＝８ｍ 

           小口止工 Ｎ＝２基 

           すり付け工（石積） Ａ＝１㎡ 

           法面整形工 Ａ＝６㎡ 

           締切排水工（ポンプ据付・撤去） Ｎ＝２箇所 

          29 災第 2935 号 Ｌ＝５７．４ｍ 

           コンクリートブロック積工 Ａ＝３６㎡ 

           天端コンクリート工 Ｌ＝１７ｍ 

           小口止工 Ｎ＝２基 

           すり付け工（石積） Ａ＝３㎡ 

           アスファルト舗装工 Ａ＝１２０㎡ 

           側溝工 Ｌ＝１２ｍ 

           締切排水工（ポンプ据付・撤去） Ｎ＝２箇所 

（５）予定工期   平成３０年５月 ２日から 

          平成３０年８月２９日まで（１２０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で登録さ

れており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日

時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていない
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こと。 

（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月４日（水）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は１，１８０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月 ９日（月）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月１０日（火）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月９日については午前９時から正午までと

午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年４月中旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理
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由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年４月１６日（月）から 

     平成３０年４月１７日（火）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年４月１９日（木）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年４月２４日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２５日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、４月２５日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年４月２６日（木）午前１０時１５分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 
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10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 

　公　告　

61



様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第３９号 

 

斎場管理費（大規模改修事業）、綾部市斎場公共下水道接続工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は

電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ６号 

（２）工 事 名   綾部市斎場公共下水道接続工事 

（３）工事場所   綾部市田野町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   便所改修 Ａ＝２１．７㎡ 

          公共下水道接続 Ｌ＝１０２ｍ 

（５）予定工期   平成３０年５月 ２日から 

          平成３０年８月２９日まで（１２０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で管工事のＡ等級またはＢ等

級で登録されており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者

で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受け

ていないこと。 

（３）管工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の間

において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

　公　告　

67



   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月４日（水）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は３８０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月 ９日（月）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月１０日（火）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月９日については午前９時から正午までと

午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年４月中旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年４月１６日（月）から 

     平成３０年４月１７日（火）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年４月１９日（木）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年４月２４日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２５日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、４月２５日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年４月２６日（木）午前１０時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 管工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第４０号  

 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項及び第１１条の２第１２

項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について公告する。 

   

  平成３０年 ４月 ４日 

 

                        綾部市長 山 崎 善 也     
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  綾部市公告第４１号 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定に基づき成人用肺炎球菌予防接種を実施するの

で、予防接種法施行令（政令１９７号）第５条の規定に基づき公告する。 

 

平成３０年４月４日 

                              綾部市長  山 崎  善 也  

 

１ 実施期間   平成３０年４月２日～平成３１年３月３０日 

 

２ 自己負担   自己負担 ４，０００円 

※平成３０年度については、７５歳以上の方は、２，０００円 

※ただし、市民税非課税世帯、生活保護法による被保護世帯については免除制度があり

ますが、事前の手続きが必要です。 

 

３ 対  象   下記の生年月日の方 

昭和２８年４月２日～昭和２９年４月１日生の方 昭和 ８年４月２日～昭和 ９年４月１日生の方 

昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日生の方 昭和 ３年４月２日～昭和 ４年４月１日生の方 

昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生の方 大正１２年４月２日～大正１３年４月１日生の方 

昭和１３年４月２日～昭和１４年４月１日生の方 大正 ７年４月２日～大正 ８年４月１日生の方 

 

４ 実施医療機関 

名称 所在地 

綾部市立病院 青野町大塚２０－１ 

綾部ルネス病院 大島町二反田７－１６ 

京都協立病院 高津町三反田１ 

綾部市志賀郷診療所 志賀郷町北町１９－２ 

あやべ協立診療所 駅前１ 

大久保医院 本町８丁目１１５ 

米谷外科整形外科医院 田町１３ 

米谷医院口上林診療所 十倉名畑町欠戸１８－６ 

白波瀬医院 岡町鳥居２７－３ 

志賀整形外科クリニック 宮代町１５ 

中島整形外科医院 幸通９ 

西村医院 栗町小東４－３ 

野間医院八田診療所 上杉町渋市２ 

畑内科医院 青野町高田９１ 

安村外科内科診療所 井倉町大将軍３７ 

柳川整形外科医院 大島町二反田７－２０ 

山下整形外科医院 青野町西青野２８－３ 

横山医院 若松町庵ノ上５８－１０ 
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綾部市公告第４２号 

 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条の規定に基づく下記の定期予防接種を実施するので、予防接

種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定に基づき公告する。 

 

平成３０年４月４日 

綾部市長  山 崎 善 也  

 

１．接種実施期間  平成３０年４月２日～平成３１年３月３０日 

２．個別接種対象年齢 

予防接種名 対 象 

四種混合（DPT-IPV）１期 生後３か月から生後９０か月に至るまでの間にある者 

二種混合（DT） １期 生後３か月から生後９０か月に至るまでの間にある者 

二種混合（DT） １１歳以上１３歳未満の者 

不活化ポリオ単独（IPV） 生後３か月から生後９０か月に至るまでの間にある者 

麻しん・風しん 
第１期 生後１２か月から生後２４か月に至るまでの間にある者 

第２期 ５歳以上７歳未満で小学校就学前の１年間にある者 

日本脳炎 

 

第１期 生後３６か月から生後９０か月に至るまでの間にある者 

第２期 ９歳以上１３歳未満 

特例措置 平成１９年４月２日～平成２１年１０月１日生で９歳以上１３歳未満の者 

平成７年４月２日～平成１９年４月１日生れで２０歳未満の者 

結核（BCG） １歳に至るまでの間にある者 

ヒブ感染症 生後２か月から生後６０か月に至るまでの間にある者 

小児の肺炎球菌感染症 生後２か月から生後６０か月に至るまでの間にある者 

子宮頸がん予防ワクチン 小学校６年生～高校１年生に相当する年齢の女子 

水痘 生後１２か月から生後３６か月に至るまでの間にある者 

Ｂ型肝炎 １歳に至るまでの間にある者 

３．個別接種実施医療機関 

医療機関名 所在地 電話番号 接種医師 備   考 

綾部市立病院（＊） 青野町 ４３－０１２３ 

大内 一孝、山岡 沙矢子

茂原 慶一、戸澤 雄紀 

金山 拓誉、阪上 智俊 

河井 容子、高岡 宰  

子宮頸がん予防ワクチンは

産婦人科医（荻野 嘉夫、

野口 敏史、辻 哲朗、 

青山 幸平） 

京都協立病院（＊） 高津町 

４２－０４４０ 

４２－００２５  
（小児科直通） 

玉本 晃 、 尾崎 望 

奥原 賢二、 玉木 千里 

池田 徹 

 

大久保医院 本町８丁目 ４２－１１９０ 大久保 茂樹 

二種・四種混合・不活化ポ

リオ・子宮頸がんは実施し

ていない。 

白波瀬医院 岡町 ４３－０１７７ 白波瀬 均 

ヒブ・肺炎球菌・四種混合・

不活化ポリオ・Ｂ型肝炎・

麻しん風しん１期・子宮頸

がんは実施していない。 

西村医院 栗町 ４７－０３２１ 西村 康 

子宮頸がん・不活化ポリ

オ・B 型肝炎は実施してい

ない。 

野間医院八田診療所 上杉町 ４４－０００１ 野間 俊二 

ヒブ・肺炎球菌・不活化ポ

リオ・子宮頸がんは実施し

ていない。 

畑内科医院 青野町 ４３－２３３４ 畑  雅之 
不活化ポリオは実施してい

ない。 

由良産婦人科小児科医院 本町１丁目 ４２－２５２８ 由良源太郎、由良 茂夫 

二種混合・日本脳炎２期と

特例措置は実施していな

い。 

横山医院 若松町 ４２－１０７３ 横山 容尚 
子宮頸がんは実施していな

い。 

結核（BCG）接種は（＊）のついた医療機関のみで実施。 
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綾部市公告第４３号 

 

 綾部市下水道排水設備指定業者規則第１３条第１項第４号に基づく指定業者を次により公表し

ます。 

 

   平成３０年 ４月１３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 異動により指定内容の一部を変更する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 変 更 日 

株式会社ヒットライフ山田 山田 斉 綾部市青野町出口７２番地 平成３０年４月６日 

 

 

 

異動届の内容 

 指定 

番号 
事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 

変更後 ２０４ 株式会社ヒットライフ山田 山田 斉 綾部市青野町出口７２番地 

変更 前 ２０４ ヒ ッ ト ラ イ フ 山 田 山田 斉 綾部市青野町出口７２番地 

 

 

　公　告　

81



綾部市公告第４４号  

 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地利

用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。  

 

 

平成３０年４月１６日  

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

 

１ 縦覧場所  

  綾部市農業委員会事務局  

 

２ 縦覧期間  

  平成３０年４月１６日から平成３０年４月２９日まで  
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綾部市公告第４５号 

 

 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。 

 

 

  平成３０年４月１６日 

 

 

                           綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市公告第４６号 

 

下水道整備事業、公共下水道管渠築造（３０－５）工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の

入札は電子入札による公募型指名競争入札とします。 

 

平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第４３０ ７号 

（２）工 事 名  公共下水道管渠築造（３０－５）工事 

 （３）工事場所  綾部市寺町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容  本工事は、下水道整備事業に伴う下水管渠を開削工法により整備す

るものです。工事区間は生活道路となっているため、歩行者・車両

等の通行確保、安全対策、環境対策には万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要  管渠工 ＶＵ２００ Ｌ＝４２ｍ 

管渠工 ＶＵ１５０ Ｌ＝１９６ｍ 

マンホール設置工 Ｎ＝１１基 

汚水桝及び取付管工 Ｎ＝１９箇所 

附帯工（上水道管移設）一式 

 （６）予定工期  平成３０年 ５月２３日から 

          平成３０年１２月１８日まで（２１０日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に土木工事のＡ１等

級又はＡ等級で登録されており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本

店を有する単体業者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又

は市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を土木工事について受けてい

るものであること。 

（４）平成３０年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、土木工事の総合評点

が８００点以上であること。 

（５）土木工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月

３１日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていな
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いこと。  

（６）請負金額３，５００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の土木

工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）土木工事に係る技術者を、主任技術者又は監理技術者として工事現場に専任で

配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、主任技術者又は監理技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

ある者であること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指

名競争入札参加申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の主任技術者又は監理技術者にはな

れません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要としま

す。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、主任技術者又は監理技術者の資格」には、

それぞれ配置予定者について記載することとし、主任技術者又は監理技術者の

法令による免許欄には、２（７）に該当する技術資格を記載し、資料として技

術者証の写しを添付すること。 

   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 
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   ①期間  平成３０年４月２３日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４，０２０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  平成３０年４月２６日（木）午前９時から午後６時まで 

       平成３０年４月２７日（金）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で４月２６日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、平成３０年５月上旬に電子入札シス

テムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  平成３０年５月８日（火）から 

        平成３０年５月９日（水）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  平成３０年５月１１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いま

せん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  平成３０年５月１５日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年５月１６日（水）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は５月１５日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、５月１６日の午前９時から正午までと午後１
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時から午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年５月１７日（木）午前９時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、他の工事の受注等によ
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り配置できないと認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                          

 

２ 工 事 名                          

 

３ 場  所                          

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由  

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名                

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  

 

   工事番号   

   工 事 名   

   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                

　公　告　

91



１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工 事 名 称    

発注機関名   

施 工 場 所    

契 約 金 額    

工 期 平成 年 月～平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、主任技術者又は監理技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 主任技術者又は監理技術者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在

の
受
持
工
事 

工 事 名   

施 工 場 所    

工 期 平成 年 月～平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月 

従 事 役 職    

重 複 す る  

場 合 の 

対 応 措 置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 主任技術者又は監理技術者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在

の
受
持
工
事 

工 事 名   

施 工 場 所    

工 期 平成 年 月～平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月 

従 事 役 職    

重 複 す る  

場 合 の 

対 応 措 置  
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綾部市公告第４７号 

 

下水道整備事業、公共下水道舗装復旧（３０－３）工事に係る入札参加資格について、次のと

おりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入

札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ８号 

（２）工 事 名   公共下水道舗装復旧（３０－３）工事 

（３）工事場所   綾部市井倉町外（別添位置図参照） 

（４）工事概要   Ｌ＝５４１ｍ Ｗ＝２．９～８ｍ 

          切削オーバーレイ工 Ａ＝１，５４０㎡ 

          アスファルト舗装工 Ａ＝２，３８０㎡ 

          区画線工 Ｌ＝１，１５１ｍ 

（５）予定工期   平成３０年５月２３日から 

          平成３０年８月２０日まで（９０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＡ等級で登録さ

れており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日

時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていない

こと。 

（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資
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格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月２３日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は８１０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月２６日（木）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２７日（金）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月２６日については午前９時から正午まで

と午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年５月上旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年５月８日（火）から 

     平成３０年５月９日（水）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年５月１１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲
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載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年５月１５日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年５月１６日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は５月１５日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、５月１６日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年５月１７日（木）午前９時４５分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第４８号 

 

下水道整備事業、公共下水道舗装復旧（３０－６）工事に係る入札参加資格について、次のと

おりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入

札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ ９号 

（２）工 事 名   公共下水道舗装復旧（３０－６）工事 

（３）工事場所   綾部市綾中町外（別添位置図参照） 

（４）工事概要   Ｌ＝８３５ｍ Ｗ＝２～８．２ｍ 

          アスファルト舗装工 Ａ＝３，２５０㎡ 

          区画線工 Ｌ＝２０ｍ 

（５）予定工期   平成３０年５月２３日から 

          平成３０年８月２０日まで（９０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＡ等級で登録さ

れており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日

時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていない

こと。 

（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 
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（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月２３日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は４３０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月２６日（木）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２７日（金）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月２６日については午前９時から正午まで

と午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年５月上旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年５月８日（火）から 

     平成３０年５月９日（水）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年５月１１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回
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答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年５月１５日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年５月１６日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は５月１５日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、５月１６日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年５月１７日（木）午前１０時００分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第４９号 

 

下水道整備事業、公共下水道舗装復旧（３０－８）工事に係る入札参加資格について、次のと

おりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入

札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ １０号 

（２）工 事 名   公共下水道舗装復旧（３０－８）工事 

（３）工事場所   綾部市上野町外（別添位置図参照） 

（４）工事概要   Ｌ＝７９６ｍ Ｗ＝３．１～８．８ｍ 

          切削オーバーレイ工 Ａ＝４，６１９㎡ 

          アスファルト舗装工 Ａ＝１４５㎡ 

          区画線工 Ｌ＝１，７７３ｍ 

（５）予定工期   平成３０年５月２３日から 

          平成３０年８月３０日まで（１００日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＡ等級で登録さ

れており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日

時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていない

こと。 

（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資
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格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月２３日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は７７０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月２６日（木）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２７日（金）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月２６日については午前９時から正午まで

と午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年５月上旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年５月８日（火）から 

     平成３０年５月９日（水）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年５月１１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲
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載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年５月１５日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年５月１６日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は５月１５日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、５月１６日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年５月１７日（木）午前１０時１５分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５０号 

 

下水道整備事業、公共下水道舗装復旧（３０－９）工事に係る入札参加資格について、次のと

おりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入

札による条件付一般競争入札とします。 

 

平成３０年４月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第４３０ １１号 

（２）工 事 名   公共下水道舗装復旧（３０－９）工事 

（３）工事場所   綾部市寺町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   Ｌ＝２７７ｍ Ｗ＝３～８．９ｍ 

          アスファルト舗装工 Ａ＝１，１４９㎡ 

（５）予定工期   平成３０年５月２３日から 

          平成３０年７月２１日まで（６０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請に基づき、

本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）平成３０年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＢ等級又はＣ等

級で登録されており、平成３０年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者

で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外措置を受け

ていないこと。 

（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の

間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置できること。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加資格確認申請書の提

出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただし、紙入

札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一般競争入札参加資

格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出すること。 

（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予定者名簿」

（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量については

「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」を監理

課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  平成３０年４月２３日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は事前に

監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課契約・指導検

査担当（本庁東３階）とし、代金は３５０円です。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  平成３０年４月２６日（木）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年４月２７日（金）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月２６日については午前９時から正午まで

と午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、監理課へ

の持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、平成３０年５月上旬に電子入札システム

で通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によりその理

由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  平成３０年５月８日（火）から 

     平成３０年５月９日（水）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提出は、

監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとしますが、持参

の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午後５時（最終日は正

午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 

④回答  平成３０年５月１１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システムに掲

載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファックスにて回

答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  平成３０年５月１５日（火）午前９時から午後６時まで 

        平成３０年５月１６日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は５月１５日の午前９時から正午までと午後１時から

午後５時までと、５月１６日の午前９時から正午までと午後１時から午後２時

までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量につい

ては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法について

は、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によること。 

 （２）開札の日時 

        平成３０年５月１７日（木）午前１０時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７条第１項

第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した者は失

格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとします。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認められる場合

は、本件の入札を無効とします。 

 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け付けませ

ん。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共工事等電

子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、綾部市指定の「入札辞退

届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、関係

法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められた場合は、

入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達であり、か

つ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱うこととし、次

回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由に

より電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

平成   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                      

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名                 

 

電 話 番 号                 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、参加資格

確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 
工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありませんので、そ

れぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事について工

事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事と工期が重複する

工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更可能な場合及び下記に示す

現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみとします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請書」に添

付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新たに採用された技

術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更届を監理課へ提出してくださ

い。） 

 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して配置する

ことができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技術者となるため、

特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼務して配置することはでき

ません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者

が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合計が３，

５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合は上記２と同様の

取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約書第１０

条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務することができ

ます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事とします。（ただ

し、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既発注分も

含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理

人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請業者の社

員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以外の下請業者の社

員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の全てを満

たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、

近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５１号 

 

 

 綾部都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第４条の規定により、平成３０年度に 

受益者負担金を賦課しようとする区域について、次のとおり公告する。 

 なお、賦課対象区域図は、綾部市上下水道部下水道課において一般の縦覧に供する。 

 

 平成３０年 ５月 １日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

 １ 賦課対象区域 

   青野町の一部、綾中町の一部、位田町の一部、井倉新町の一部、井倉町の一部、 

上野町の一部、大島町の一部、田野町の一部、月見町の一部、寺町の一部、 

本町四丁目の一部 

 

 

 ２ 賦課対象区域図    別図のとおり   
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綾部市公告第５２号 

 

 綾部市自殺対策計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルの実施について、次のと

おりお知らせしますので、参加希望者は申請してください。 

 

  平成３０年５月１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市自殺対策計画策定支援業務について、委託業者の選定にあたり別添「綾部市自殺

対策計画策定支援業務に関する公募型プロポーザル実施要領」に基づき実施します。 
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綾部市教育委員会告示第４号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、平成３０年第４回（４月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

平成３０年４月２０日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 足 立 雅 和    

 

１ 日  時   平成３０年４月２３日（月） 午前１０時から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

・議第９号 綾部市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則の制定について 

  ・議第１０号 綾部市社会教育委員の委嘱について 

  ・議第１１号 綾部市文化財審議会委員の委嘱について 

４ 報告事項 

  ・飛び立て！中学生海外派遣事業について 

  ・平成２９年度卒業中学３年生の進路状況について 

５ 事務連絡 

  ・各課からの連絡事項 
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綾部市選挙管理委員会告示第４３号 

 

平成３０年３月２２日付け綾部市選挙管理委員会告示第３５号で告示した平成３０年 

４月８日執行の京都府知事選挙における投票管理者職務代理者について、次のとおり変更

した。  

 

  平成３０年４月６日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 

投票区 
同職務代理者 

氏     名 住     所 

３７ 谷 口  至 舞鶴市字七日市２３８番地の１ 
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綾部市選挙管理委員会告示第４４号 

 

平成３０年３月２２日付け綾部市選挙管理委員会告示第３８号で告示した平成３０年 

４月８日執行の京都府知事選挙における開票を開始する時刻は、２０分繰り上げ午後９時 

１０分とする。 

 

  平成３０年４月８日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    
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